
 

 

 

 

●改正された電子帳簿保存法の概要 

・電子帳簿保存法とは？ ・電子帳簿への移行スケジュール 

●強制適用の電子取引とは 

・電子取引とは？ ・データー保存の強制 

●中小企業が最低限しなければいけないこと 

・電子帳簿保存法の区分 ・中小企業のできる電子帳簿の保存 

●電子帳簿保存法の結論 

・電子帳簿のメリット・デメリット ・紙保存はOK？ ＮＧ？ 他 

■日 時 令和５年１０月２５日(水) 14:00～16:00 

■場 所 豊前川崎商工会議所 会議室 

■定 員 ３０名 (定員になり次第締め切ります。) 

■対 象 中小・小規模事業者 (会員・非会員問わず) 

【申込先】 豊前川崎商工会議所 中小企業相談所  

 

 

 

 

豊前川崎商工会議所 行 (ＦＡＸ 0９４７-７３-４３０１)                        

事業所名  Ｔ Ｅ Ｌ  

所 在 地  Ｆ Ａ Ｘ  

受講者名   

 

㈱フォーグッドコンサルティング 

取締役／税理士 

宗形
む な か た

 悠
ゆ う

平
へ い

 氏 

近畿大学を卒業後、会計事務所に入社。約 10 年以上の間に

おいて 100 社以上の中小零細企業の会計や経営者と経営に 

ついて財務面からの数字を分析と節税のアドバイス行う。主に

会計や税務を担当し、財務の数字の分析や融資における経営計

画書の作成や、節税のアドバイスを 100 社以上の中小零細企

業の経営者や個人事業主に対して行ってきた。顧問先の多く

が、商工会議所の会員と同様の規模であったため、商工会議所

のセミナーに来る受講者の本当の経営課題や悩みを熟知し  

経営者および個人事業主から信頼を得ている。また、全国の 

商工団体にてセミナー講師としても活躍中。 

 

 

【主催】豊前川崎商工会議所                         ≪制度改正等の課題解決環境整備事業≫ 

電子帳簿保存法の実務と

 

～準備は出来ていますか…？今からでも間に合う！～

【主催】 豊前川崎商工会議所 

☞下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又は TELにて、 

 
１０月２０日(金) までにお申込みください。 

 （ＴＥＬ ０９４７－７３－２２３８  ＦＡＸ ０９４７－７３－４３０１） 

 

【主な講座内容】 

2022年 1月 1日の電子帳簿保存法改正により電子化要件が大きく緩和されると同時に、電子取引のデータ保存が

義務化になりました。企業が対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。電子帳簿保存法とは関係が

ないと思っている企業でも、取引先からメールなどに添付されて送られてきた請求書の PDF ファイルや EDI システ

ムで授受されたデータは、必ず電子データで法令要件に従って管理することが必要となりました。そこで本セミナー 

では、準備すべき事や電子取引の保存要件についての解説などを分かりやすく説明します。 

 

【注意事項】 

※会場では、感染対策を万全に取って開催いたします。 

10/25(水)開催「電子帳簿保存法の実務と対策」セミナー受講申込書 ※このままのサイズで FAX して下さい。 

※ご記入いただいた個人情報は主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

≪講師プロフィール≫ 

 

コチラからも 
お申込できます。 


